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Abstract: There are various types of agencies and organizations that support higher education 

institutions by facilitating the relation between the society and government on one hand and 

higher education institutions on the other.   With the changes in the relation between the 

society, government and higher education, the function of these organizations are changing.  

In this paper, I summarized their organizational characteristics and functions in a few 

countries, and examined the prospects and issues in developing new forms of supporting 

organizations in Japan. 

 

 

20世紀から21世紀への移行は、そのまま社会経済の基本的な構造転換の時期でもある。それに対

応して、高等教育の課題も量的課題から質的変革にシフトしている。こうした質的な改革の特質は、

政府が直接に政策手段によって改革を進めることは難しいことである。基本となるのは個々の大学

の自律的な変革であるはずだが、実際にはその動きはきわめて遅々としていることは否定できない。

そうした観点から政府と大学の間にあって、大学教育改革をど支援・推進するメカニズムが改めて

注目される。そのような組織にはどのような可能性があり、またその育成にはどのような課題があ

るのか。本稿では、そうした視点から、大学支援組織の概念を整理し（第１節）、欧米の既存の大学

支援組織の概要を整理した（第２節）うえで、国際的な趨勢と日本での課題について考える（第３節）。 

 

 

１．支援組織とは何か 

 

一般に大学にかかわって様々な組織がすでに活動していることは知られているが、そうした組織

を論理的に整理しようとすると必ずしも容易ではない。各国にはその国の高等教育の軸となってき

た、たとえばイギリスにおける大学補助金委員会（ＵＧＣ），あるいはアメリカにおけるカーネギー

財団のような組織があり、それらについてはすでに歴史や機能を論じた研究がある（Lagemann1983、

Shattocck 1994）。しかしそれらに典型的に現れているように、大学支援組織は、各国固有の状況

の中で、時々の具体的な要求に応じて発展してきたのであって、それらを一括して分析する試みは 
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これまでほとんどなかった。そこでまず支援機関とは何かについて簡単に整理しておく必要がある。 

 

高等教育の課題 

その前提となるのは、なぜ今あえて大学支援組織を取り上げるのか、という点である。それはい

ま、高等教育改革の課題が変化するとともに、社会と大学との関係そのものが変化しつつあること

と関連している。 

その淵源からいえば、「大学」の語源であるウニベルシタス（universitas）は、一般に構成員によ

る自治組織である「ギルド」とほぼ同様に用いられてきた。大学はその本質からいって、構成員（教

員、学生）の自治組織であり、その自律性こそが、本来多様である様々な知識を、ひとつの組織の

中で形成し、伝達することを可能としたのである。しかし大学が永続的な組織として、しかも大規

模となるにしたがって、大学は自ら資産を蓄積して財政的自律性を得るか、国家の一つの施設とし

て国家の保護を受けることになった。これによって、近代大学は、それ自体としては自律組織とし

ての性質を維持しながら、教育研究活動を通じて社会に貢献するとともに、社会からその活動を支

える資源を得ることができたのである。しかし大学の機能が拡大し、多様化するについれて、社会

と大学との間を結ぶメカニズムも大きく拡大せざるを得なかった。 

近代国家は社会の活動全般に国家の活動を広げたのであり、社会と大学との間の関係の仲介とな

ることはそうした意味で当然のアジェンダの一つとなった。その中で形成されたのがベルリン大学

を初めと国家施設型の大学である。それは、一面で自律的な組織でありながら、他方で政府の組織

の官僚的統制をうけ、同時に政府財政の一部を構成することになった。そこに大きな軋轢が生じる

ことになるのは当然である。他方で私立大学も、政府によって直接の支持・統制を受けるものでは

ないとしても、国民国家の様々な制度・秩序に組み込まれ、また間接的にであれ、政府の財政的な

支持を受けざるを得なくなった。 

こうした中で、大学と、政府・社会との間を結ぶ様々な組織が発達するようになったのである。

典型的にいえば、イギリスにおいてもともとは自律的団体であった大学に、政府が資金を配分する

ために、20世紀初頭に形成されたのが、大学補助金委員会（University Grants Committee）であった。

あるいはアメリカにおいては、憲法上、連邦政府は教育に関与できないために、連邦レベルでの高

等教育制度の標準化整備に、カーネギー財団が大きな役割を果たしたのも、こうした例の一つとい

えるであろう。各国の固有の社会経済と大学の発展の背景の中で、必要に応じて、様々な組織が社

会と大学との間で、両者のより有機的な連携を促進するために創出されてきたのである。 

今改めて、こうした組織の役割に注目するのは、21世紀を迎えて、大学と社会との間がさらに新

しい段階に達しつつあるからである。その第一の要因は、20世紀後半の高等教育の拡大によって、

いまや高等教育は人口の半数以上が経験する、国民教育の一部となっていることである。それは高

等教育がその活動の維持のためにきわめて多額の資源を要することを意味する。しかし他方で政府

が徴税を介して高等教育に供給する資金の量の拡大の可能性は限られている。また労働力需給につ

いても、産業構造が多様化し、急速に変化する中では、政府が社会的需要を総合的に計測し、それ

にしたがって高等教育を誘導する、というモデルも機能しにくい。 
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他方で、市場メカニズムがこれにとってかわることができるかといえば、それは抽象的に議論さ

れているよりはるかに困難である。市場の需給調整機能は、供給側にとっても、需要側にとっても、

取引される財の価格と効用都が明確に把握されてこそ機能する。知識という無形物は、それを何ら

かの形で計測することが難しいだけでなく、その形成過程についても必ずしも明確にとらえられて

いるわけではなく、またそれが職業でどのように有効な働きをするかについても必ずしも明確と

なっているわけではない。まして産業構造が多様化し流動化する中では、労働の内容自体も多様化

し、恒常的に変化する。その中で、市場の調整機能は、高等教育については、きわめて限界的に機

能するにすぎない。 

言い換えれば改革の課題は、量的な拡大から、質的な転換に転じており、個々の大学が自らの手

で、社会の要求をとらえ、そのうえで、自らの教育課程を形成していくことが求められる。しかし

個々の大学にとっては、入手し得る情報はあまりに過小であり、そこからの判断をおこなうための

基盤も限られている。こうした目的に対しては、政府の直接的な介入にも、あるいは市場の機能に

も重要な限界がある。この中で、一方で政府、市場の力と要求、他方で個々の大学の能力との間に

大きなギャップが生じている。そうした観点から政府あるいは市場と大学の間にあって、大学改革

を支援する機関の役割が重要となるのである。それをどのような形で埋めるかが、いま問われてい

るといえよう。 

 

機能 

その視点から、社会・政府と大学との間を見直すと、すでにさまざまな組織が活動を行っている

ことが明らかである。これらについては、「中間（Intermediary）」、「第三者（third-party）」、「緩衝

（buffer）」などの言葉が使われる。また、大学あるいは構成員の政治的利害を代表して政治的な圧

力を形成する目的の組織も少なくない。ここでは、政府・社会と大学との間にあって、広い意味で

大学を支援する組織という意味で、「大学支援組織」といえる組織に着目する。 

こうした大学支援組織の機能には大きくわけて三つがあると考えられる。 

① 資金配分 

第一の領域は政府資金あるいは民間資金を配分することである。配分の事前の資金配分の基準、

競争資金の選考、配分後のモニタリング、成果評価などが含まれる。さらにこれをつうじた一定の

インセンティブの形成につながる。 

② 質的統制、アカウンタビリティの保証 

第二は大学の質的な側面にかかわる点である。大学の質的保証、適格認定あるいは大学の評価は、

政府のみの観点でなく、学術領域の専門家あるいは大学の代表者が加わることが必要となる。さら

に大学についての情報の週主の公開、データベースの作成なども政府が直接に行うよりも、専門的

な見地から行うほうが効率的である。 

③ 開発・改善・研究：  

さらに重要なのは、高等教育システム、大学、その構成員についての調査研究と開発、さらに教

員、職員、経営者に対する職業能力開発である。政府は社会の要求に根差して高等教育への巨視的
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な要求を政策とするが、それを大学が受け止めて具体化する過程は、政府とは相対的に独立してい

るほうが効率的であると考えられれよう。 

 

主要な機能 

広い意味での大学支援機関の果たす役割は、大きく三つにわけて考えることができる。 

Ａ｡ .政府による設置。 

第一の類型は、政府によって直接に設置・維持されるもの、あるいは、おもにその出資、補助金

によって運営されるものである。政府組織の一部、独立行政法人、政府出資による公益企業などの

形態がある。公的な団体の中で、最も古い歴史をもつのは英国の高等教育財政審議会（HEFC―Higher 

Education Funding Council）である。その前身である大学補助金委員会（UGC）は２０世紀初頭の、

社会・経済発展の基礎としての大学への政府資金の注入の必要と、大学の独立性の維持、という二

つの目的を達成する目的で設置され、その後は、世界の高等教育における政府と大学との関係の一

つの理想像とされてきた。日本における大学評価・額授与機構、国立大学財務経営センターなどは

この類型に属する。 

Ｂ. 大学間団体、専門職団体 

第二は大学間あるいは大学に属する専門職の構成する団体である。たとえば全米に六つある地域

適格認定団体（Accreditation Bodies）はアメリカの高等教育制度の要にあたるが、直接に法的に規

定されているわけではなく、加盟大学によって運営・維持されるのという団体である。 

Ｃ．. 財団、非営利団体。 

第三は独自の基金をもつ財団、公益法人などである。たとえば上述のアメリカのカーネギー財団

など、一定の資金をもつ財団などはその代表的なものと考えられる。またアメリカには、高等教育

の革新を目的とした団体が数多く存在する。 

  

一応、上のように大学支援組織をおおまかに、その機能、組織形態に整理したうえで、以下には

具体的に、アメリカ、イギリス、ヨーロッパ（ＥＵ）において大学支援組織に相当する団体の主要

なものを整理してみる。 

 

２．各国の大学支援組織 

 

アメリカ 

アメリカでは、憲法の規定により、高等教育は州政府の管轄下にあり、連邦政府は直接に関与し

ない。そのため19世紀後半から、民間財団などがが大きな役割を果たしてきた。高等教育の質的統

制についても、基本的には大学の団体である、適格認定団体が重要な役割を果たしている。現在で

は連邦政府も高等教育に大きな役割を果たしているが、直接に関与するよりは様々な団体等を介在

させている。その主要なものを表１に整理した。 
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表１ アメリカの主要大学支援組織 

 補助金 質的保証・情報公開 調査研究・政策形成・訓練ﾞ 

政府設置    

・全米科学財団（NSF) ・科学研究費の選

抜・配分、大学院

奨学金の配分 

・学術・高等教育関係統計 ・大学教育教材の提供National 

Science Digital Library 

(NSDL).  

・地域債務保証機関(全

米で34機関) 

・連邦政府貸与奨学

金（ＮＤＳＬ）の

貸出機関に対す

る債務保証 

  

・連邦教育統計セン

ター（NCES） 

 ・IPEDS（中等後教育データ

ベース）連邦教育相の下で

高等教育機関についての情

報をデータベース化 

・学生向け連邦ローンデータ

システムNational Student 

Loan Data System for 

Students 

・Financial Responsibility 

Composite Scores 大学の

信用度をデータベース化 

・National Postsecondary 

Education Cooperative 

(NPEC)― IPEDS の企画、

分析 

    

・アメリカ学術会議

National Academy of 

Sciences 

・National Research 

Council (NRC)  

 ・大学院博士課程の評価 ・とくに自然科学における大学

教育開発 

・CHEA－Council for 

Higher Education 

Accreditation 

・連邦奨学金の適格

認定 

・適格認定団体の質保証  

団体  ・  

・地域適格認定団体 

 

 

 

・大学の適格認定

（Accreditation） 

・質的改善のための講習会等 

・ACE –American 

Council on Education 

  ・大学教育政策の形成 

・学長セミナーPresidential 

Seminars and Roundtables 

・The Association of 

American Colleges and 

Universities (AAC&U)

  ・大学教育改革についての全国

調査 

・評価・改善の研究会 

・The National Center for 

Higher Education 

Management Systems 

(NCHEMS) 

 ・州政府に対するコンサル

ティング、州別高等教育

データベース 

・達成度評価の研究 

・成果評価実施についてのコン

サルティング 

・National Student 

Clearinghouse 

 

 

 ・全米の学生の修得単位デー

タベースの作成提供 
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（コンソーシアム）    

・The National Center for 

Public Policy and 

Higher Education 

 ・Measuring Up 2006  全米各

州の州立大学の達成度比較

学生の達成度評価結果を含

む 

 

・The Voluntary System 

of Accountability 

(VSA) 

 ・大学ポートレート College 

Portraits、達成度評価を含む

 

・NSSE –National Survey 

of Student Engagement

 ・学生調査、教員調査 

 

・NSSE Users Workshop 

（専門職団体）    

・AIR(Association for 

Institutional Research) 

 ・IPEDS 講習会 Professional Development 

Institutes 

・SHEEO-State Higher 

Education Executive 

Officers association ・ 

  ・National Commission on 

Accountability in Higher 

Education 州立高等教育機

関の改革についての調査研

究 

・NACUBO（National 

Association of College 

and University 

Business Officers） 

  ・専門コースの開催 

・専門コース修了証書の発行 

・NASPA – Student 

Affairs Administrators 

in Higher Education 

  ・専門コースの開催 

・専門コース修了証書の発行 

・AAUP    

財団等    

・カーネギー財団 ・各種高等教育快活

プロジェクトへ

の補助金 

・カーネギー大学分類の開発、

好評 

・カーネギー大学教育改革アカ

デミーCarnegie Academy for 

the Scholarship of Teaching and 

Learning（ＣＡＳＴＬ）等 

・ルミナ財団

（LUMINA)Institute for 

Higher Education 

Policy (IHEP) 

 同上 ・学位内容プロフィール作成

事業 The Degree 

Qualifications Profile 

・大学機関評価 

 

    

・ACT  ・各種標準化テスト ・標準化テストの開発研究 

・College Board  ・各種票重化テスト（SAT 等） ・標準化テストの開発研究 

・ETS  ・各種標準化テスト ・標準化テストの開発研究 

・教育支援審議会

Council for Aid to 

Education (CAE)  

 ・大学生一般能力テスト

（CLA）の開発実施 

・同テストを用いた教育改善グ

ループの  

 

資金配分 

アメリカでは、上述のように、高等教育に対する直接の公的補助は州政府によって行われる。連

邦政府の関与は、研究費補助あるいは奨学金などの間接補助を通じて行われることになる。 
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全米科学財団は研究費補助を行うための機関（連邦政府によって設置）であるが、とくに大学院

教育についても、資金配分を通じて強い影響力をもっている。さらに連邦政府の資金によって実施

される、連邦政府貸与奨学金については、1980年代から連邦政府によって設置された公益会社であ

るサリーメイ Sallie Mae がその貸し出しを行ってきたが、この組織は 2008に完全に民間会社に移

項された。他方で貸出機関の民営化にともなって、政府による債務保証を行う機関が必要となり、

全米で、34の地域債務保証機関が設立されている。1 たとえばノースカロライナ州では North 

Carolina State Education Assistance Authority が設置されている。ただしサリー・メイの民間移管は連

邦政府の奨学金の貸付、債務のファイナンスは民間会社によって行うことによる効率化を意図した

ものであったが、実際に効率化されたか否かについては異論も少なくなく、議会における争点の一

つとなっている。 

連邦レベルでの高等教育政策での課題への対処したのが各種財団である。とくにカーネギー教育

財団（Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching）は1905年に設置されて以来、教育教育

分野で大きな役割を果たしてきた。高校・大学の修得単位制度の創設、カーネギー大学分類、1960

年代の高等教育大衆化の過程での大学改革についての一連の調査研究など、現在の高等教育制度の

形成は本財団によるところが少なくない。現在においても、後述のように高等教育の質的改革に大

きな役割を果たしてきた。 

ルミナ（LUMINA）財団も高等教育政策研究所（Institute for Higher Education Policy）を通じて高

等教育の質的改革に関わっている。そのほか、The Pew Charitable Trust, Teagle Foundation, Kauffman 

Foundation, Ford Foundation, The William and Flora Hewlett Foundation, などが高等教育分野での活

動に資金を提供している。 

これらの財団は、高等教育に維持に恒常的に資金を提供するというよりは、現状の改革に必要な

戦略的あるいは試験的な事業に資金を提供することに特色がある。下記の様々な活動も、その発足

にあたっては各種財団の資金提供を受けているものがほとんどである。 

質保証、情報公開 

上述の連邦政府の高等教育に関する機能への制限にともなって、アメリカでは州を通じた高等教

育の質保証、またそれにかかわる情報公開が重要な課題となってきた。 

アメリカの高等教育制度の要となっているのが全米に六つある地域適格認定団体（Accreditation 

Bodies）であって、これもその歴史を20世紀初頭に遡ることができる。適格認定団体は、加盟大学

によって運営・維持されるのという意味では民間団体であるが、連邦政府の高等教育への参与が憲

法で制限されているために、これらの団体は高等教育政策に密接に組み込まれ、擬似政府機関とし

ての性格をもっているといわれる。その主たる機能は、大学についての質保証にあることはいうま

でもないが、それを通じて連邦・州政府の補助金、および奨学金の受給資格を決定するために、財

政上の役割も大きい。最近は大学教育の質的向上のための大学内での取り組みについての研修プロ

グラムを、様々な形で実施している。 

また適格認定団体の団体である高等教育適格認定審議会（CHEA）は、適格認定団体で組織され

る民間団体であるが、適格認定団体の認定をおこなうことによって、連邦政府奨学金の提供資格を
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認定する役割をおっており、そうした意味で公的な性格をもっている。 

同時に大学についての情報公開も1990年代初めから進んだ。連邦政府下の連邦教育統計センター

（NCES）は高等教育機関についての詳細なデータベース（IPEDS）を作成し、公開している。また

とくに連邦奨学金について、高等教育機関の信用度（Financial Responsibility Composite Scores）を示

すデータベースも公開している。また州レベルでも基本的な高等教育機関データベースを作成し、

公開しているところも少なくない。 

2000年代からの重要な趨勢は、高等教育の社会的アカウンタビリティへの要求に応えて、大学教

育の成果を含むデータを公開する動きが活発化していることである。Measuring Up は、いわゆる「レ

ポートカード」の考え方を下敷きとして、数年ごとに、各州における高等教育の機会均等性、達成

度、学生の達成度評価などを一覧して公開している。また Voluntary System of Accountability（VSA）

は、公立大学協会の参加大学の一部がコンソーシアムを形成し、個別大学の基礎的情報とともに、

学生の学習達成度を、何らかの形で測定したものを含めて、「大学ポートレート」（College Portrait）

として公開している。2 

こうしたニードに応じて、大学教育の実態についての大規模調査がおこなわれてきた。代表的な

のはインディアナ大学に本部をおく NSSE である。3 また計測する標準化テストの開発も1990年代

末から行われてきた。とくに最近、注目を集めているのが・教育支援審議会 Council for Aid to 

Education（CAE）の・大学生一般能力テスト（CLA）である。 

他方で学生の流動性が高いことから、個別学生の学習履歴についてのデータベースが各州レベル

では作られている。全国レベルでは、National Student Clearinghouse が、データベースを作成してい

る。 

調査研究、政策形成、人材育成 

アメリカでは高等教育に関連する主要団体だけでも、ほぼ100以上が存在する。4 こうした団体の

一部は、1990年代からは、高等教育の質的改革についての調査、提言を行ってきた。5 

アメリカの場合は財団が、大学教育の改革に多様な機能を果たしており、とくに革新的な動きを

始動させる意味で重要な役割を果たしている。しかし実際に教育改善などに効果を普及させていく

には、連邦政府、州政府の資金、規制などが直接、間接に不可欠の役割を果たしている点に留意す

るべきである。高等教育の質的改革については、前述のカーネギー財団が、カーネギー大学教育改

革アカデミー Carnegie Academy for the Scholarship of Teaching and Learning（ＣＡＳＴＬ）など、い

くつかのプロジェクトを立ち上げ、それが全国的な大学教育改善運動に大きな影響を与えた。6 

こうした動きの中で、大学教育のアウトカム評価、あるいは大学授業改善などについてのウェブ

サイトは1200ほどに上っている。7 

また広い意味での人材養成も、上述の各種の財団、団体において、その機能に応じて行われてい

る。とくに ACE は学長、幹部職員の研修をおこなっている。また SHEEO, NACUBO など経営職員

の団体では、会員をつうじた調査研究を行うとともに、体系的な職能開発プログラムを作り、関連

する職能証明を行っている。 

大学あるいは大学関連の専門職からなる会員制組織は、基本的には加盟大学あるいは専門職の利
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害を代表して、政府に働きかけ、また助言を行うことを目的としている。特に米国では、大学の利

益を代表する各種の団体が活発に活動しており、さらにそうした活動全体の調整機関としての全米

教育審議会（American Council on Education）が議会に対して強い影響力をもっている。また全米大

学財務経営担当者協会（NACUBO）など、職能団体も大きな規模をもつ。 

こうした団体の最近の特徴は、政策の焦点となる大学の活動の透明性の向上質的改革などについ

て、積極的な活動を主導していることである。例えば大学団体がその下に大学のコンソーシアムを

結成させ、「Measuring Up」、「Voluntary System of Accountability」など、特に質的な大学教育の効果

のモニタリングの成果を大学共通の枠組みによって公開している。その基礎として、各種の学習活

動・成果についての大規模調査も行われている。 

また職能団体も、職業能力向上についての体系的な研修プログラムをもつ一方で、連邦政府の中

等教育データベース（IPEDS）作成のための、各大学での担当者の研修を通じて、質保証の枠組み

に組み込まれている。 

上述のようにカーネギー財団は19世紀終わりから、適格認定団体の結成、学修単位制の普及、戦

後は高等教育大衆化への対応など、高等教育改革のまさに中軸となってきた。ただし高等教育の規

模が巨大となった今日では、財団の資金そのものの影響力は減少し、むしろ様々な試行に小規模資

金を提供し、大学や政府の活動の契機を作る点に主眼を置くようになっている。「教授・学習アカデ

ミー」（Academy of Teaching and Learning）の設置を通じて大学教育改革活動のイニシアチブを発揮

したことはその一例である。 

 

イギリス 

イギリスでは20世紀初めから、政府と大学との間に、大学補助金委員会 UGC を作り、それを通

じて両者の関係を調整してきた。しかしサッチャー改革以後、そうした仲介機関の役割が大きく変

化し、また拡大してきた。 
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表２ イギリスの主要大学支援組織 

 補助金 質的保証・情報公開 開発・研究・訓練 

Ａ．政府出資機関    

HEFC（Higher 

Education Funding 

Council） 

  

England など地域別

に設置 

＜交付金分配） 

・政府交付金の配分 

 

＜研究評価＞ 

・Research Assessment 

Exercise 

 

＜経営状況のモニタリング

大学の経営診断、リスク管

理サービス＞ 

・data audit reviews of 

institutions 

・HEFCE assurance reviews  

・financial monitoring 

・risk assessment and risk 

notification. 

・a risk-based accountability 

framework 

・investment in the HE 

infrastructure 

・the Leadership, Governance 

and Management (LGM) 

Fund 

 

＜大学教育に関する調査、情報

公開＞ 

・全国学生調査： National 

Student Survey 全大学の学

生を対象として、授業、学生

へのサービス、全体的な満足

度などを調査 

・学生向け機関情報セット 

Key Information Set (KIS) 

 

＜研究・出版＞ 

高等教育質改善に関する

研究、出版 

 

＜教育改善関係組織の形成

＞ 

・Higher Education Academy 

・Centres for Excellence in 

Teaching and Learning 

(CETL)  

・Fund for the Development of 

Teaching and Learning 

(FDTL)  

・National Teaching Fellowship 

Scheme  

・Teaching and Learning 

Research Programme (TLRP)  

・UK Online Learning Task 

Force (OLTF)  

・Fund for the Development of 

Teaching and Learning 

(FDTL) 

・National Teaching Fellowship 

Scheme (NTFS) 

ＱＡＡ（Quality 

Assurance Agency for 

Higher Education) 

 大学評価（Institutional Audit）

・Integrated quality and 

enhancement review (IQER) 

・学位授与権基準 （Degree 

awarding powers and university 

title） 

・大学基準 （Academic 

Infrastructure） 

・学位基準（Frameworks for 

higher education qualifications

専門教育目標到達基準 

（Subject benchmark 

statements 

学習単位基準 （Higher 

education credit framework）, 

・European Association for 

Quality Assurance in Higher 

Education (ENQA)への対応 

・評価結果からのグッドプラ

クティスの抽出、分析、出

版 

Higher Education 

Statistics Agency 

(HESA) 

 個別大学情報データベース 

・学生数 Student 

・卒業者の進路調査

 



2011 年 金 子 元 久 13 

Destinations of leavers from 

higher education 

・教員 Staff 

・財政 Finance 

・Non-credit-bearing Course 

Records 

Unistats  全国学生調査、卒業者の進路調

査結果を大学別に公開 

 

Higher Education 

Academy 

Teaching Development Grants  ・専門分野別教授法 

・大学教育方法、教材につい

ての分析 

・講習会 

・公開教材教材 Open 

Educational Resources 

(OER) 

・大学教育における先進教員

に対する証明（Associate of 

the Higher Education 

Academy (AHEA) 、Fellow of 

the Higher Education 

Academy (FHEA) 、Senior 

Fellow of the Higher 

Education Academy 

(SFHEA) 

大学入学機関（UCAS 

- Universities & 

Colleges Admissions 

Service） 

 ・大学入学データベース  

Ｂ．大学団体    

Universities UK (UUK) 

GuildHE 

 ・高等教育統計年鑑 Higher 

education in facts and figures 

 

政策分析  

大学経費指数 The higher 

education pay and prices 

index (HEPPI) 

Association of Heads 

of University 

Administration 

(AHUA) 

  職能開発プログラム 

 

資源配分 

イギリスでは1910年代から、大学補助金委員会 UGC（University Grants Committee）によって政府

交付金を分配してきた。20世紀初頭の、社会・経済発展の基礎としての大学への政府資金の注入の

必要と、大学の独立性の維持、という二つの目的を達成する目的で設置され、その後は、世界の高

等教育における政府と大学との関係の一つの理想像とされてきた。 

しかし分配の基本方針は同委員会が決定するのであり、いわば国家・学術エリートの独占であり、

不透明という批判という批判が常に聞かれた（Shattock 1993）。サッチャー改革以後、ラジカルな

支出削減と研究評価の導入によって、各大学への補助金は、序徐に標準的な算定方式による配分と
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なってきた。同時に高等教育制度自体に大きな変化があったために、UGC は何度かの組織・名称変

更を経ており、現在は HEFC（Higher Education Funding Council）となり、具体的には四つの地域別

組織となっている。これらの組織は大学に対する政府の組織補助のほとんどを扱っており、イング

ランド組織（HEFCE）の場合は2011-12年度の大学に対する補助金総額は65億ポンド、約8千億円に

なっている。また政府交付金の研究部分の算定根拠となる、大学の研究水準評価もおこなっている。

また交付金の支給にともなってHEFCは、各大学に対する経営状況のモニタリング大学の経営診断、

リスク管理サービスもおこなっている。 

ただし2012年からは各種奨学金の充実を条件として、大学の基本的な費用は授業料によって賄わ

れることになったため、その政府交付金配分の機能はさらに限定的となる一方で、大学教育の質保

証、大学教育改革、また大学の経営機能の強化のための人材養成などの機能が強化されている。 

質保証 

イギリスの大学の質保証制度は、もともと制度的に複雑であったが、サッチャー改革、それに続

く高等教育改革の中で、大きな変化を経てきた。現在ではその制度的な中核となっているのは QAA

（Quality Assurance Agency for Higher Education）である。 

QAA は大学評価（Institutional Audit、2011年から Institutional Review）をおこなうほか、・学位授

与権基準（Degree awarding powers and university title）、･大学基準（Academic Infrastructure）、・学位

基準（Frameworks for higher education qualifications）、専門教育目標到達基準（Subject benchmark 

statements）、学習単位基準（Higher education credit framework）、などを作成し、ヨーロッパとの学

位交換（European Association for Quality Assurance in Higher Education（ENQA））についての対応も

おこなっている。 

これと並行して、各種の大学、学生調査が行われ、これが機関別に集計されて公表されている。

前述の HEFCE は、大学の教育部分については研究評価と同形式の評価は行わないものの、大学教

育の質的水準の評価、保証、改善は、重要なミッションとして位置付けてきた。その一環として、

全国学生調査（National Student Survey）によって全大学の学生を対象として、授業、学生へのサー

ビス、全体的な満足度などを調査している。8 その結果は、大学の教育機能の評価に用いられると

ともに、高等教育統計機構（Higher Education Statistics Agency ―HESA）において、大学別に集計

されて公開あれている。 

HESA はこのほかにも、各大学の学生数など基本情報、学生の就業状況などについてもデータベー

スとして一般公開している。また HEFCE では、大学進学希望者のために、機関別の情報をわかり

やすく公開する学生向け機関情報セット Key Information Set（KIS）を作成している。 

調査研究・訓練 

イギリスの1990年以降の高等教育改革で注目されるのが、政策的な大学教育の質的改善の施策で

ある。研究については研究評価（Research Assessment Exercise）が定着したものの、教育について

の評価は必ずしも成功するに至らなかったことがその背景にあるものと思われる。 

Higher Education Academyはそうした背景から、HEFCをつうじて、専門領域別の教育方法を開発、

普及させる目的で、2004年に設置されたものである。大学に附置するかたちで、全国で32か所に設
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置している（http://www. heacademy.ac.uk/）。9 これは、個々の専門領域での教育の標準的な修得目

標（Reference）を作成するとともに、担当教員のセミナー、教材開発などをおこなっている。また

大学における教育上の職業能力についての職業基準（UK Professional Standards Framework for 

teaching and supporting learning in higher education）を設定し、この基準に合格した大学教員に対して、

段階別の教育能力証明（Associate of the Higher Education Academy（AHEA）、Fellow of the Higher 

Education Academy（FHEA）、Senior Fellow of the Higher Education Academy（SFHEA））を出してい

る。 

また HEFCE はまた大学教育のとくに革新的な教育を開発する Centres for Excellence in Teaching 

and Learning（CETL）も設置している。 

そのほかに同様の目的の補助金として、Fund for the Development of Teaching and Learning（FDTL）、

National Teaching Fellowship Scheme、Teaching and Learning Research Programme（TLRP）、・UK Online 

Learning Task Force（OLTF）、Fund for the Development of Teaching and Learning（FDTL）、National 

Teaching Fellowship Scheme（NTFS）を設置している。 

 

３．ヨーロッパ 

 

ヨーロッパ各国は、1990年代から大学教育改善にむけて独自の組織を設置してきたが、2000年代

以降は、EU を中心として協力な改革イニシアティブが機能し始めた。これは学生交流プログラム

である ERASMUS 計画、さらに1999年の「ボローニア宣言」を嚆矢としてはじめられた EU 域内学

位統合プログラムであるボローニア・プロセスを契機として、さらに様々な点で高等教育改革を促

進する動きが生じている。 
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表３ ヨーロッパ（ＥＵ）の主要大学支援組織 

 補助金 質的保証・情報公開 開発・研究・訓練 

政府組織 

（EU 機関） 

   

EC Employment and 

Culture DG 

   

Lifelong Learning Program ・コメニウス計画 

・エラスムス計画（高等

教育） 

・ダビンチ計画（職業教

育） 

・生涯計画 

・2007年から2013年に総

額70億ユーロ（約9千億

円） 

  

European Higher 

Education AREA (EHEA) 

 ・ボローニア・プロセスの

実施組織 

 

（EU 支援による組織）    

TUNING  ・ボローニアシステムにと

もなう、各国の学位制度

の相互調整 

・下記の分野での調査研究 

・高等教育と職業能力との関

係 －  

・職業知識、 

・一般知識（generic 

competences） 

・ヨーロッパ学位システムの

位置づけ 

・大学教育の方法、学習の実

態、大学教育評価 

・大学内部における教育プロ

セスの改革・革新 

・Tuning Academy 上記領域での

専門家の養成 

EQF(European 

Qualification Framework) 

 ・ヨーロッパ各国に共通の

学位システムの構築 

 

ENIC Network (European 

Network of Information 

Centres) 

NARIC Network (National 

Academic Recognition 

Information Centres 

 ・各国の高等教育機関情報

センター、学位認証機関

のネットワーク 

 

European Credit Transfer 

and Accumulation System 

(ECTS) 

 ・ヨーロッパ域内での高等

教育機関での獲得単位

の蓄積システム 

・ヨーロッパ共通単位

（ECTS credit system）

・学習単位の基礎となる学習時

間の調査 

U-MAP  ・ヨーロッパの高等教育機

関の分類 

 



2011 年 金 子 元 久 17 

・高等教育機関のプロ

フィールの表示システ

ム（Profile Finder）の開

発・運営 

Higher Education as a 

Generator of Strategic 

Competences' (Hegesco) 

  ・大学卒業生の雇用適性

（Employability）について多方

面から調査研究 

・大規模卒業生調査 

・大学および雇用者についての

質的調査 

REFLEX   ・高等教育機関卒業生の就職状

況、用いているスキルと大学

教育との関係についての、調

査、比較研究 

・EU の研究費補助金 Specific 

Targeted Research Project 

(STREP)によって実施 

EUROSTUDENT   ・高等教育在籍者の社会的背景、

社会生活等についての大規模

調査 

・経済状態 

・学習時間についても調査 

MODERN   ・EU 域内大学の、管理運営、教

育などについての、相互理解、

改善のためのネットワーク 

（各国機関）    

フランス  

AERES （研究・大学評

価機関） 

 ・高等教育機関の評価 

・大学全体、研究、 

・教育プログラム 

 

ドイツ  

Higher Education 

Information System (HIS)

  ・高等教育に関する総合的な調

査研究 

Bertelsmann Stiftung ・啓蒙事業への資金提供 ・大学評価 ・ 

オランダ 

Center for Higher 

Education Policy Studies 

(CHEPS) 

  ・高等教育に関する調査研究 

・コンサルティング 

 

資源配分 

各国における高等教育財政とは別に、EU の統治機関である EC の雇用文化総局（Employment and 

Culture DG）におかれた生涯教育プログラム（Lifelong Learning Program）において、各種の資金を

配分し、これが EU 域内での高等教育改革全般に大きな役割を果たしている。 

その範囲としてはコメニウス計画（学校教育改善）、エラスムス計画（高等教育における学生交

流）、・ダビンチ計画（職業教育）、Grundtvig（生涯計画）などの他に、下記の各種の大学教育関連

のプロジェクトに資金を配分している。総額は2007年から2013年に総額70億ユーロ（約９千億円）

と、年額１千５百億円程度の規模となる。 
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また直接に資金配分をしているわけではないが、ヨーロッパ高等教育エリア（European Higher 

Education Area －EHEA）は、ボローニア・プロセスに始まるヨーロッパ高等教育統合、それにとも

なう各種の大学教育に関わる改革プログラムの総括を行なうために2010年に設置された。その活動

範囲あは現在の高等教育改革で問題となっている分野のほとんどをカバーしている。10 こうした意

味で、ボローニアプロセスが、様々な高等教育改革の中核となっている。 

質保証 

ボローニア・プロセスは、EU 各国の高等教育制度の統合をめざすものであることはいうまでも

ないが、具体的にはそれに至るまでに様々な問題がある。それを推進するために、いくつかの組織、

プロジェクトが設置されている。 

TUNING プロジェクトは統合の基本的な枠組みの形成に資するものであるが、具体的には下記の

分野での調査研究を行っている。①高等教育と職業能力との関係 － 職業知識、および一般知識

（generic competences）、②ヨーロッパ学位システムの位置づけ、③大学教育の方法、学習の実態、

大学教育評価、④大学内部における教育プロセスの改革・革新。具体的な調査研究は、域内の研究

機関の研究者を動員して行われている。これらの調査研究の一部はすでに発表されている。 

またこうした調査研究と関連して、大学教育と職業との関係についての専門家を養成するプログ

ラムである Tuning Academy を実施している。このプロジェクトは、それ自体が質的保証を行うもの

ではないが、その調査研究が、下に述べる各種のフレームワークや、評価の基準となっている。 

また EC の直接の管理課にヨーロッパ学歴資格フレームワーク EQF（European Qualification 

Framework）が設置され、これが EU 域内の学位の互換性、相互関連の基準を提供することになって

いる。ただし、この枠組み自体はまだ未完成であるため、これを補完するために、域内各国の高等

教育情報データベース、学位フレームワーク組織の、ネットワークである ENIC Network（European 

Network of Information Centres） および NARIC Network（National Academic Recognition Information 

Centres）を形成している 

これに関連して最近、おおきく進展しているのが、学位そのものではなく、その基礎となる学習

単位としての、ヨーロッパ学習単位システム（European Credit Transfer and Accumulation System －

ECTS）の開発である。またその基礎とするために、各国の大学生の学習時間の実態調査なども行わ

れている。 

またヨーロッパ域内での学生交流が盛んになっていることに対応して、域内の高等教育機関の機

関特性をデータベース化し、これをもとに高等教育機関の分類を行うとともに、各機関の特性を分

かりやすく表示するシステムとして U-MAP プロジェクトがすすめられている。 

なお各国においては、独自の大学評価機関が活動していることはいうまでもない。フランスでは

とくに最近、それまでの大学評価方法をおおきく改革して AERES（研究・大学評価機関）を設置し、

研究だけでなく、教育プログラムの厳格な評価を行うことになった。 

調査・研究 

他方で、高等教育の改善をめぐる調査研究プロジェクトも、EC の支援の下で様々な形で行われ

ている。 
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とくにヨーロッパでは伝統的に、個別の職業と、大学教育との関係が密接であったが、それが産

業構造の変化を背景として、変化しつつあることに大きな危機感があり、これについての調査研究

が行われている。その一つが Higher Education as a Generator of Strategic Competences'（Hegesco）プ

ロジェクトで、これは大学卒業生の雇用適性（Employability）について、大学、雇用者、学生など、

多様なステークホルダーの視点から調査研究を行うことを目的としている。すでに大規模な大学卒

業生調査、大学および雇用者に対する質問調査にもとづく質的な研究などをおこなっている。 

また REFLEX は EU の科学研究費補助金による、大規模は大学卒業生調査であって、就職の経緯、

職業における大学教育の意味など、多様な観点から調査を行い、各国間の比較を行っている。また

こうした調査をきっかけにして、たとえばドイツの一部では恒常的な卒業生調査が行われるように

なった。 学生については EUROSTUDENT プロジェクトが、とくに生活面からの調査を行ってい

る。 

さらに EU 域内での比較的に後進的な地域の大学を中心として、MODERN が EC の支援のもとに

形成され、大学経営、教育改善など多様な側面での大学改革についての、大学間の経験交流、啓蒙

をおこなっている。 

なお上記の調査研究プロジェクトのかなりの部分は、EU 域内の研究者あるいは、高等教育研究

機関の参加を得て行われており、ドイツの Higher Education Information System（HIS）、オランダの

Center for Higher Education Policy Studies（CHEPS）などが有力である。 

またドイツにおいてはベルテルスマン財団（Bertelsmann Stiftung）が、高等教育分野において、

改革の世論形成に役割を果たしている。 

 

４．大学支援組織の展望 

 

以上のように各国の主要組織を概観すると、それぞれの背景、形態、機能は多様であるものの、

ここ10年ほどの間に、その活動の性質が大きく変質しつつあることがみてとれるのではないだろう

か。 

 

支援メカニズムの構成、組織形態 

これまでの支援機関の主要な役割は、大学に対する財政補助（特にイギリス）、および大学の質的

保証（特にアメリカ）にあった。しかし、いずれにおいても、財政補助あるいは質的保証そのもの

より、それを通じて、あるいは直接に、大学教育の質的改善を誘導する方向に変化してきている。

こうした支援機関の機能があるために、政府の役割は表面的にはめだたないものの、大学教育改革

は、むしろ大学の外から強力に推進されている。 

日本においても、大学教育の改善あるいは全般的な経営能力の向上といった点については、個別

大学の動きはまだ緩慢であるものの、他方でこうした分野においては政府が直接に関与することが

必ずしも効果的でない。こうした意味で、支援機関の役割が必要な段階にきているといえる。 

またアメリカ、イギリスの事例をみて感じられるのは、政府の高等教育に対するサポートが、財
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政補助、法的規制などのハードなものから、大学自身の能力を高めるための、ソフトな支援に転換

しつつあることである。それは従来の、資金の配分あるいは高等教育制度の維持の面での、政府と

大学との間の仲介あるいは緩衝（buffering）という役割から、社会および政府の要求を大学が受け

止めるための、具体的な方法の開発、試行、普及、そしてその基礎となる調査・分析と人材養成、

というより能動的な役割へのシフトであるともいえる。 

こうした意味で、学生の学習行動についての調査、情報公開などが重要な役割を果たす。また大

学教員の教育能力の育成、大学経営者、職員の経営能力の育成のための組織的な教育・訓練もここ

十年ほどの間にきわめて強力かつ広範になってきている。 日本の支援機関も、こうしたソフト面

での機能、能力を高めることがきわめて重要であろう。 

 

中間組織から支援組織へ 

こうした変化が広くみられるのは国際的に、高等教育の発展の課題が基本的に量的拡大から、質

的な再編・改善に向かっており、そこでこれまでと異なる様々な課題が生じているいるからだと私

は考える。 

経済のグローバル化は一方で国際競争力を支える人材を必要とするが、他方で一部の製造業は途

上国に移動するために、中等教育卒の労働力の需要を縮小させる。それを反映して先進国では1990

年代から2000年代にかけて戦後第2の高等教育就学率拡大が生じた。しかしその結果として、高等教

育は大きな問題を抱え込むことになった。従来の大学教育が前提としていた学生の資質や意欲は大

きく変質し、これまでの大学教育の方法のままでは十分な教育が不可能となる。しかも、経済構造

は急速にサービス化しており、従来の大学教育と職業との関係は大きく変質しようとしている。こ

うした意味で、質的な改革が不可避とならざるを得ないのである。 

他方で政府の財政能力は余裕を失っている。アメリカでも上述の第二の拡大は教育ローンの拡大

を背景とした個人負担に依拠してきた。しかも改革の焦点となる大学教育の内容と方法に、政策が

直接に影響を与えることは難しい。ところが大学の組織と構成員は、こうした社会的なニードの急

速な変化に対応できない。その中で、社会の大学に対する不満が高まるのである。 

以上に述べた状況はそのまま日本にあてはまる、というよりは、むしろ日本において、より極端

に現れている、というべきであろう。 

大衆化、ユニバーサル化を通じて、大学教育の質の低下は常に問題にされながらも、結局は正面

から問題にされることがなかった。私どもの行った調査によれば、授業時間外の学習時間が週に５

時間以下の学生の割合は、アメリカの２割程度に比べて、日本では６割に達する。大学教育の密度

の低さは明らかである。他方で学校基本調査によれば大卒者のうち、就職ないし大学院進学のいず

れにも該当しない学生は3割近くに達している。同時に家計の学費負担機能は低下しており、2000

年代にはいってローンへの依存率が急速にあがっている。大学への批判が昂じるのは当然ともいえ

る。 

高等教育政策は戦後、大学設置認可行政などを通じていわば量的拡大を規制・操作することによっ

て質的水準を維持することを軸としてきた。1990年代以降は、認証評価制度など大学評価を通じて
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質保証を行う方向にシフトし、さらに2003年度からの「大学教育 GP」、中央教育審議会の2008年答

申などにおいて、教育方法の改善に踏み込む姿勢を示してきている。しかし直接的な政策手段が限

られてきていることは否めない。 

大学の側は、政策の変化には一定の反応をしてきた。しかし大学内部において教育改革へ自律的

な動きが広がりつつあるかといえば、そうとはいえない。むしろ反対に停滞の感が否めないのでは

ないだおろうか。それは偶然ではない。 

大学教育の改革には、カリキュラムの構成や、教員の時間配分、授業の体系化・標準化などを視

野に入れた基本的な再検討が必要になる。しかしそれらは個々の教員の利害に関わるだけでなく、

学部や学科の枠組み自体をも再編する可能性を意味する。大学のガバナンスが部局の自律性を基礎

としてなりたつ限りは、そうした改革への抵抗は大きい。大学教育の改革が行き詰まりを見せるの

は、いわば構造的な問題であるともいえる。 

ではこうした状況の中で何が可能で、有効なのか。上述の各国の動きは、中間組織がそこに一定

の戦略的な役割を担い得ることを示していると考えることができる。それには三つの側面がある。 

第一に具体的な改革の焦点は大学教育の枠組みや方法、内容であり、そこに政府が直接に関与す

ることは難しい。しかも、現在の大学教育の課題の解決には必ずしも単一のモデルがあるわけでは

ない。各大学が様々な模索を行い、その結果を評価しつつ、大学にその情報をフィードバックして

いくことが必要である。そうしたフィードバックを促進するためには、政府と大学の間を媒介する

組織が必要となる。 

第二に大学教育改革においては、大学のトップからの強制は機能しにくい。他方で教職員は自分

の帰属している組織の発想からは抜けだしにくいことも事実である。そうした意味で、学生の学習

行動や教育内容・方法についての実態調査や大学間の比較（ベンチマーキング）を通じて、教職員

に大学や部局の問題を考え、参加する条件を作ることが不可欠である。中間組織はいわばヨコから

そうした刺激を与える上で大きな役割を果たす。 

第三にフィードバックやベンチマークの機能を形成・促進し、個々の大学の改善に結びつけるた

めには、一定の専門的な知識や識見が不可欠である。そうした専門性をもつ人材を有効に機能させ

るとともに育成する場として、中間組織は重要な役割を果たす。 

こうした機能を果たす限りにおいて、中間組織は単に政府と大学との中間にあるのではなく、む

しろ積極的に大学の機能の高度化を支援する、という意味で｢大学改革支援｣あるいは「大学支援」

組織とよぶべきだと私は考える。 

 

大学支援機関の展望 

問題は、日本の中間組織が、そうした意味での大学支援機関としての役割を果たしているのか、

あるいは果たし得るのか、という点である。私は現段階では、日本の中間組織の活動は必ずしもそ

うした役割を十分に達しているとはいえないと考える。 

一つの要因は、文部科学省と高等教育との関係である。日本の高等教育は、長い間、法的統制や

予算配分によって文部科学省の強い統制を受けてきた。上述のようにそうした直接的な政策手段は



22 大学財務経営研究 第８号 

いま、急速に影響力を失いつつあるのであるが、大学や大学関係者はむしろ潜在的にはそれにまだ

期待しているともいえる。そうした意味で、大学は大学の中からの変化を生み出す切実な必要を感

じていない。 

こうした状況は、中間組織に対する大学の期待を制約すると同時に、中間組織自体の自発性をも

委縮させることになる。とくに政府に設置される中間組織では、政府の方針を正確に遂行すること

が求められるのであり、したがって政府の方針の範囲を逸脱することは忌避される。一定の方針を

基盤として、さらにそれを具体化し、あるいは発展させ、試行する、といった活動形態そのものが

受け入れられにくい。 

しかも皮肉なことに、政府の権限を縮小させ、多様な組織の活力を作る、という目的で推進され

てきた行政改革が、中間団体をむしろ非活性化させている。特に独立行政法人化が団体は明示され

た目的の実施によって評価されるわけであるから、上述のような自律的な試行の先導といった事業

には本来なじまない。また最近の「仕分け」は、既存の機能の必要性を局部的に評価する手法をと

るために、体系的な試行の積み重ねによるシステム全体の効率性の向上、といった長期的・総合的

な視点は、全く無視されることになる。 

さらにこうした状況の中で、中間団体の職員の側で無力感、あるいは視野の狭窄が生じ、大学を

より発展的な方向に誘導していくという姿勢を失う傾向も生じる。同時に中間団体は大学に対して

一定の権力を握っていることも事実である。高等教育全体の改善への模索、という大局的な問題意

識を持たない限り、中間団体は、これまでの活動の域を超えることはできず、また超えるべきでは

ない、ということもできる。 

このように考えれば、大学の活性化を論ずる前に、まず中間団体の活性化を論ずるべきだという

ことになるかもしれない。そのためには、既存の中間団体の改組を含めて、大胆な改革も必要にな

るのではないだろうか。その場合にはいくつかの条件が必要である。 

第一に、高等教育政策の中で、大学改革の戦略の一部として、大学改革支援機関としての中間団

体の役割を明確に位置付けることが不可欠である。大学の側も、教育改革のためにどのような支援

が外部から必要なのかを明確にすることが求められる。 

第二にまた大学支援機関には一定の自律性が必要であることは上述のとおりであるが、同時に潜

在的に強い影響力をもつ可能性があるのであるから、その運営については、外部からの厳しい要求

と、活動の評価、そして透明性が不可欠である。 

そして第三に、そうした厳しい外部からの要求を受け止めて、なおかつ自律的なイニシアティブ

を発揮するためには、広い視野と目的意識をもった組織のリーダーと専門的な職員の育成が重要で

ある。 

こうした意味で、大学支援機関を位置づけ、また育成していくことが求められている。 

 

注 

1 Federal Education Budget Project. http://febp.newamerica.net/background-analysis/ 
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8  Assessment and Feedback Academic Support, Organisation and Management, Learning Resources, 

Personal Development, Overall Satisfaction 

9 このうち、専門分野別センター（24か所）は以下のとおり。Art, Design, Media Subject Centre 

(ADM-HEA UK)、Centre for Bioscience 、 Built Environment (CEBE), Business, Management, 

Accountancy and Finance (BMAF), Economics Network,Education (ESCalate), Engineering Subject 

Centre, English Subject Centre,. Subject Centre for Geography, Earth and Environmental Sciences, 

HEALTH Network Group Health Sciences and Practice Subject Centre, History, Classics and 

Archaeology Subject Centre, Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Network (HLST) Information and 

Computer Sciences. Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies, UK Centre for Legal 

Education, UK Centre for Materials Education (UKCME), Medicine, Dentistry and Veterinary Medicine 

(MEDEV),. Subject Centre for Dance, Drama and Music, (PALATINE), Maths, Stats & OR Network 

Philosophical and Religious Studies, Physical Sciences Centre, Psychology Network, Subject Network for 

Sociology, Anthropology, Politics (C-SAP), Social Policy and Social Work (SWAP) 

10 主要な管轄業務領域は下記のとおり。Social dimension Mobility、Lifelong learning 、Employability, 

Qualification frameworks/ Degree structures Education, International openness Data collection/ 

Reporting on the BP implementation Funding, Quality assurance Recognition, Transparency tools, 
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